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石油コンビナート等特別防災区域を指定する
政令等の一部改正について

消防庁特殊災害室

　「石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の一部を改正する政令（平成３０年政令第２４８号）」及び「石油コン

ビナート等特別防災区域に係る区域の指定の一部を改正する件（平成３０年総務省・経済産業省告示第４号）」が平成３０

年８月３１日に公布され、同日付けで施行されました。

　今回の改正は、石油コンビナート等特別防災区域として新たに「東京国際空港地区」の指定を行い、石油コンビナート

等特別防災区域のうち「名古屋港臨海地区」及び「和歌山北部臨海北部地区」について区域の拡張、「和歌山北部臨海南

部地区」及び「松山地区」について区域の縮小を行ったものです。

　これにより、石油コンビナート等特別防災区域は、全国３３都道府県８４地区となりました。

　【新たに指定された「東京国際空港地区」】
　東京都大田区羽田空港三丁目の区域

　同区羽田空港一丁目及び羽田空港二丁目の区域のうち主務大臣の定める区域

　東京国際空港の区域（同区羽田空港一丁目から羽田空港三丁目までに属する区域を除く。）のうち主務大臣の定める区域

赤枠が特別防災区域（国土地理院の電子地形図を使用）
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表１　危険性評価実験の結果

石油コンビナート等特別防災区域の指定状況


